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川崎市健康福祉局障害保健福祉部長  

 

 

令和５年度川崎市新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対する

サービス継続支援事業補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の提

出について（通知） 

 

日頃から本市の福祉施策に多大なる御尽力を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

さて、本市では令和５年度末に、「川崎市新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事

業所等に対するサービス継続支援事業補助金」について、申請を受け付けた事業者様に交付いたしま

した。 

つきましては、補助金の交付を受けた事業者様におかれましては、当該補助金に係る消費税及び地方

消費税に係る仕入控除税額の報告をお願いします。 

ついては、必要書類を添付の上、御提出ください。 

 

１ 報告が必要な補助金 

  川崎市新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続 

支援事業補助金 

 

２ 報告対象年度 

  令和５年度（令和６年３月から令和６年５月末までに市から交付を受けたもの） 

 

３ 提出書類 

 （１）川崎市新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続 

支援事業補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（第７号様式） 

 （２）計算シート 

 （３）記載内容を確認するための書類（確定申告書の写し、課税売上割合等が把握できる資料、

特定収入の割合を確認できる資料等） 

 ※（１）については、法人全体で１部提出してください。 

 ※（２）については、事業所ごとに計算シートを作成してください。 

（事業所ごとに計算シートの作成が難しい場合は、法人全体で構いません。） 

 

４ 書類提出締切日 

  令和７年５月１６日（金）までに郵送又は持込してください。 

 

 



 

５ 報告書等掲載場所 

 障害福祉情報サービスかながわ 

 （https://shougai.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=3&id=131 ） 

「書式ライブラリ」＞「３ 川崎市からのお知らせ」＞「１２．事業者指導関係」 

＞「（４）お知らせ・通知等」 

 ＞2025/4/14 付：令和５年度川崎市新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等

に対するサービス継続支援事業補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告

書について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害者施設指導課 

電 話 ０４４－２００－００８２ 

ＦＡＸ ０４４－２００－３９３２ 
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